
 

関係機関のチーム支援による、福祉的就労から一般雇用への移行の促進 

 

 

 

職場定着支援・就業生活支援

企業 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

就職に向けた取組み 就職

上記の福祉施設等 
副主査 

副主査 

支援関係者・専門機関 

○ 障害者団体、障害者支援団体 

○ 地域障害者職業センター 

○ 障害者就業・生活支援センター 

○ 障害者雇用支援センター 

○ 職業能力開発校 

○ 障害者地域生活支援センター 

○ 福祉事務所 等 

ハローワーク 
  ・ 専門援助部門が担当 
  ・ 障害者専門支援員等を配置し、 
    関係機関と調整 

主査 

就職を希望している 
福祉施設等利用者 

障
害
者
就
労
支
援
チ
ー
ム

就労支援・生活支援
 

チ
ー
ム
構
成
員
が 

連
携
し
て
支
援
を
実
施

就
労
支
援
計
画
の
作
成

○ 授産・更生施設、小規模作業所 
○ 医療保健福祉機関 
○ 盲・ろう・養護学校 
○ 精神障害者社会適応訓練 

事業の協力事業所 等 

 福祉施設等 
 職場定着 

職業生活の 
安定 

  ～ 「地域障害者就労支援事業」のスキームの全国展開 ～ 

福祉施設等での訓練と事業所で
の実習を組み合わせた「組合せ
実習」も活用 



ハローワーク職員 障害者職業訓練
コーディネーター

福祉行政職員

企業

能力開発校

職業訓練

地域障害者職業センター

専門的職業リハビリテーションの実施

・職業評価
・職業準備訓練

・ジョブコーチ支援

障害者就業・生活支援センター

就業とそれに伴う日常生活上
の相談・支援

就労継続支援
事業者

就労移行支援
事業者

障害者

ワンストップ相談窓口

職業紹介
トライアル雇用

障害者の就労サービスワンストップ相談窓口の設置

委託訓練

受講あっせん

(ハローワーク)

障害者職業
カウンセラー

就業支援
担当者

（福祉事務所）



特別支援学校の生徒とその親の、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進

都道府県労働局が「基盤整備事業」を実施

企 業

企業の求める資質

○ 基本的労働習慣

○ 企業で働くということに対する意識

○ コミュニケーション能力

○ 安定した生活習慣

○ 就労支援セミナー
（特別支援学校の教師、生徒・保護者等を対象として実施）

卒業時点の就職は約２割

特別支援学校における就労支援への期待

○ 生徒の障害の重度・重複化、多様化

特別支援学校における就労支援の課題

～「障害者就労支援基盤整備事業」の拡充～

○ 事業所見学会

○ 職場実習のための事業所面接会

特別支援学校

在
学
中
か
ら
サ
ポ
｜
ト

一般雇用や雇用支援策に関する理解を促進

就職

○ 「障害者就労アドバイザー」による助言
（企業関係者を労働局に登録）

特別支援学校における就労支援の取組を強化

○ 生徒や保護者の一般雇用に対する不安

○ 卒業生の６割が福祉施設に入所

○ 企業の実態を踏まえた就労支援の改善



若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム

要支援者の発見 適切な支援への誘導 就 職希望に応じた支援の提供

地域障害者職業センター
ワークシステムサポートプログラムの提供
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援
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ハローワーク

障害専門窓口での支援

その他の若者向け就職支援機関

発
達
障
害
者
専
門
指
導
監
に
よ
る
指
導

障
害
者
向
け
専
門
支
援

を
選
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す
る
者

ハローワークから学校に対し、

学校から

インターネットから

ハローワークや若者向け就職支援機関から
●ハローワークでの相談時に、担当者が就職不調の背景に
障害のあることに気づき、専門支援機関等に適切に誘導。

〔現状〕
● コミュニケーション能力や対人関係に困難を抱えている者は、採用に至ら

なかったり、離転職を繰り返して、ニートやひきこもりになる例も少なくない。

〔対応の方向性〕

●こうした困難を抱える要因の１つとして「発達障害」 である場合がある。

○発達障害であった場合でも、適切な支援を受けることで、就職可能性が拡
大する。

○発達障害ではないが、コミュニケーション能力に問題があるボーダーライン
上の者についても、発達障害者と同様の支援を受けることで、その就職可能
性が拡大する。

ニート等の若年者に対する就職支援と障害者に対する就
労支援の両面から、コミュニケーション能力に困難を抱え
る要支援者向けの総合的な支援システムを創設

①若年者の就職支援を行う機関と障害者の就労支援機関の連
携体制を構築

②発達障害等、様々な要因によりコミュニケーション能力に困難
を抱えている要支援者に対して、自らの特性と支援の必要性に
ついての気づきを促し、適切な支援への誘導を行う。

③発達障害者に対する専門的支援の強化を図ること等により、
要支援者のニーズに応じた適切な相談・支援を実施し、要支援
者の円滑な就職の促進を図る。

●地域若者サポートステーションにおける相談過程において、
専門支援機関等に誘導。

○ ハローワークに就職チューターを配置

○ 発達障害者専門指導監による関係機関の

担当者の相談スキルの向上

●希望に応じて卒業前から専門的な職業相談を実施

自らの特性に気づき専門的な支援サービスの活用方法
等を習得するためのツール（サポートブック（仮称））を開発
し、インターネット上で公開

一般相談窓口での支援

○就職チューターによる職業相談・職場
定着支援

●発達障害に関する就職支援情報・方法を提供



４割
次の段階へ
移行できず

５割
求職登録、職リハへ等へ移行

１割
就職

医療、福祉機関等との連携による精神障害者の雇用への移行支援モデルの構築

求職登録等

　ジョブガイダンス受講後、一定期間経過後も次の段階へ移行していない者を対象に、関係
機関が連携して移行への働きかけを継続して実施することにより、医療から雇用への移行を
促す。

・医療機関が集積している地域で実施
・ハローワークが中心となって、医療機関等、保健所、地域障害者職業センター、福祉事務
所等と連携

・支援内容
　  出張相談（関係者間の信頼関係の醸成）

　　ケース会議（障害特性を踏まえた支援の方向を、関係機関で共有）

　　事業所、訓練機関の見学、体験利用（就労経験の無い（少ない）障害者に具体的なイメージを提供）

　　当事者、経験者の交流会（就職に対する不安感の払拭）

・モデルの検証、地域への普及のためのワークショップ

○医療機関等との連携による精神障害者の就職支援

就職

・運営方法が固定的で、地域のニーズに応じ
た実施が出来ていない
・特定の医療機関等との連携にとどまってい
る

○雇用支援施策による支援
　・トライアル雇用
　・ジョブコーチ支援
　・障害者の態様に応じた多様な委託訓練
　・グループ就労訓練
　・職場適応訓練
　・職業準備訓練
○福祉施策による支援
　・社会適応訓練
　・就労移行支援事業
  ・就労継続支援事業A型
　・就労継続支援事業B型

関係機関の連携により、雇用への移行を促進

・ガイダンス受講者の約4割は求職登録等の
次の段階への移行が出来ず、より手厚い支
援が必要な者であるにもかかわらず、継続し
た支援（フォロー）が実施されていない

課題①:

　
　地域のニーズに応じた機動的な実施が
可能となるよう、実施方法を見直す。

・デイケアを実施している精神科病院、診療
所、保健所等と柔軟に連携
・1回当たり3日程度を標準とし、5～10人で実
施

医療機関等と連携した精神障害者
のジョブガイダンスの機動的実施

現行のジョブガイダンス事業

課題②:

（見直し）

（新たに実施）

地域のニーズに柔軟に対応でき
ていない

4割が次の段階へ移行できないま
ま支援が終了


